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令和８年度からの若手リハビリテーション専門職卒後研修について（お知らせ） 
 
平素より茨城県の地域リハビリテーションの推進につきまして、格別の御理解、御協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記研修につきましては、県内のいずれの地域においても一定の質が担保された

リハビリテーションサービスを県民に提供できる体制の整備を目的として、養成校を卒業

して間もない若手リハビリテーション専門職のジェネラリスト育成に取り組んでまいりま

した。皆様におかれましては、本研修の趣旨を御理解いただき、本研修への御協力や貴所

属のリハビリテーション専門職の受講等に御配慮を賜りましたことに心より感謝申し上げ

ます。 

 このたび、当支援センターが実施主体として行ってまいりました本研修につきまして

は、令和７年度をもって終了することとなりました。ただし、令和７年度にお申込みいた

だいた受講者につきましては、研修を修了していない方がいるため、同一内容の研修を継

続して受講いただけるよう、令和８年度は一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職

協会に実施主体を引き継いで実施していただくこととなりました。 

 皆様におかれましては、受講者の円滑な研修継続と修了後のジェネラリストとしての活

躍に、変わらぬ御支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

【お問い合わせ】 

茨城県保健医療部健康推進課 

地域包括ケア推進室 

地域支援・在宅医療グループ 担当 内田 

TEL：029-301-3332 

E-mail：care1@pref.ibaraki.lg.jp 


